
政
令
第
百
五
十
五
号

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経

過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
一
部

の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則
第
三
十
条
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
七
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二



条
に
規
定
す
る
」
を
「
当
該
学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
当
該
学
校
法
人
等
に

使
用
さ
れ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
者
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
当
該
」
に
、

「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
短
時
間
労
働
者
」
を
「
一
週
間
の
所
定
労
働

時
間
が
同
一
の
学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
に
比
し
短
い
者
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
法
施
行
令
及
び
労
働
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び

有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一

行
政
手
続
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
第
十
三
号

二

労
働
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
表
雇
用
環
境
・
均
等
分
科
会
の
項

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の



よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
表
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
別
表
第
三
十
九

号
の
項
中
「
第
五
章
」
を
「
第
六
章
」
に
改
め
る
。

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
二
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
中
「
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
「
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号

）
第
二
条
」
を
「
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第
一
条
の
二
第
二
項
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。

（
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す



る
。第

一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
所
定
労
働
時
間
が
同
一
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
」
の
下
に
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十

三
号
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
中
第
十
四

号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
八
十
八
条
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同

条
各
号
を
削
る
。

第
二
章

経
過
措
置

第
七
条

当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。



職
業
安
定
法
（
昭
和

若
し
く
は
労
働
者
派
遣
法

、
労
働
者
派
遣
法

二
十
二
年
法
律
第
百

）
の
規
定

）
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

四
十
一
号
）
第
三
十

す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
（
附
則
第
七
条

二
条
の
九
第
一
項
第

第
一
項
前
段
及
び
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
限
る
。
）
若

二
号

し
く
は
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
後
段
若
し
く
は
第
八
条
第
一

項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者
派
遣
法

の
規
定

職
業
安
定
法
第
四
十

若
し
く
は
労
働
者
派
遣
法

、
労
働
者
派
遣
法

一
条
第
一
項

）
の
規
定

）
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
（
附
則
第
七
条
第
一
項
前
段
及
び
第
八
条
第
一
項
前

段
の
規
定
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
後

段
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
労
働
者
派
遣
法
の
規
定



、
同
項

、
第
三
十
六
条
第
一
項

職
業
安
定
法
第
四
十

若
し
く
は
労
働
者
派
遣
法

、
労
働
者
派
遣
法
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法

一
条
第
二
項

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
附
則
第
七
条
第
一
項
前
段
及
び
第

八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
法
附
則
第

七
条
第
一
項
後
段
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者
派
遣
法

建
設
労
働
者
の
雇
用

除
く
。
）
、

除
く
。
）
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

の
改
善
等
に
関
す
る

備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
一

政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項

年
法
律
第
三
十
三
号

若
し
く
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
働
き
方

。
以
下
「
建
設
労
働

改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（

法
」
と
い
う
。
）
第

平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
、
同
令
第
二
条
第
二
項
若
し

二
十
七
条
第
一
項
第

く
は
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第



二
号

四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者
派
遣

法
（
第
三
章
第
四
節
の
規
定
を
除
く
。
）
、

若
し
く
は
労
働
者
派
遣
法

、
労
働
者
派
遣
法

）
の
規
定

）
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
（
附
則
第
七
条
第
一
項
前
段
及
び
第
八
条
第
一
項
前

段
の
規
定
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
後

段
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
労
働
者
派
遣
法
の
規
定

建
設
労
働
法
第
三
十

若
し
く
は
読
替
え
後
の
労
働

、
読
替
え
後
の
労
働
者
派
遣
法
若
し
く
は
働
き
方
改
革
を
推
進

二
条
第
一
号

者
派
遣
法

す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
労
働
者
派
遣
法



建
設
労
働
法
第
四
十

除
く
。
）
、

除
く
。
）
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

条
第
一
項
第
四
号

備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る

政
令
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
、
同
令
第
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者
派
遣
法
（
第
三
章
第

四
節
の
規
定
を
除
く
。
）
、

若
し
く
は
労
働
者
派
遣
法

、
労
働
者
派
遣
法

）
の
規
定

）
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
（
附
則
第
七
条
第
一
項
前
段
及
び
第
八
条
第
一
項
前

段
の
規
定
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
後

段
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て



適
用
す
る
労
働
者
派
遣
法
の
規
定

港
湾
労
働
法
（
昭
和

若
し
く
は
読
替
え
後
の
労
働

、
読
替
え
後
の
労
働
者
派
遣
法
若
し
く
は
働
き
方
改
革
を
推
進

六
十
三
年
法
律
第
四

者
派
遣
法

す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

十
号
）
第
十
三
条
第

に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
百

一
号

五
十
一
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働

者
派
遣
法

港
湾
労
働
法
第
二
十

除
く
。
）

除
く
。
）
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

一
条
第
一
項
第
三
号

備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る

政
令
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
、
同
令

第
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み



替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
労
働
者
派
遣
法
（
第
三
章
第
四
節
の
規
定
を
除
く
。
）

職
業
安
定
法
施
行
令

規
定

規
定
及
び
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

（
昭
和
二
十
八
年
政

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
八

令
第
二
百
四
十
二
号

条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者

）
第
三
条
第
二
号

派
遣
法
第
六
十
一
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定

障
害
者
の
雇
用
の
促

規
定

規
定
及
び
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

進
等
に
関
す
る
法
律

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
八

施
行
令
（
昭
和
三
十

条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者

五
年
政
令
第
二
百
九

派
遣
法
第
六
十
一
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

十
二
号
）
第
二
十
五

定

条
第
二
項
第
六
号



出
入
国
管
理
及
び
難

規
定

規
定
及
び
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

民
認
定
法
施
行
令
（

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
八

平
成
十
年
政
令
第
百

条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者

七
十
八
号
）
第
五
条

派
遣
法
第
六
十
一
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

第
九
号

定

船
員
職
業
安
定
法
施

規
定
及
び

規
定
及
び
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

行
令
（
平
成
十
六
年

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
八

政
令
第
三
百
六
十
九

条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者

号
）
第
一
条
第
八
号

派
遣
法
第
六
十
一
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
並
び
に

同
法

労
働
者
派
遣
法

建
設
労
働
者
の
雇
用

規
定

規
定
及
び
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

の
改
善
等
に
関
す
る

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
八



法
律
施
行
令
（
平
成

条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者

十
七
年
政
令
第
三
百

派
遣
法
第
六
十
一
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

十
四
号
）
第
一
条
第

定

二
項
第
三
号

外
国
人
の
技
能
実
習

規
定

規
定
及
び
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

の
適
正
な
実
施
及
び

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
八

技
能
実
習
生
の
保
護

条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
者

に
関
す
る
法
律
施
行

派
遣
法
第
六
十
一
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

令
（
平
成
二
十
九
年

定

政
令
第
百
三
十
六
号

）
第
一
条
第
十
号

外
国
人
の
技
能
実
習

）
の
規
定

）
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

の
適
正
な
実
施
及
び

す
る
法
律
（
附
則
第
七
条
第
一
項
前
段
及
び
第
八
条
第
一
項
前



技
能
実
習
生
の
保
護

段
の
規
定
に
限
る
。
）
及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
後
段
又

に
関
す
る
法
律
施
行

は
第
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

令
第
三
条
第
四
号

労
働
者
派
遣
法
の
規
定

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


